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北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセスおよび
東北東京間連系線に係る広域系統整備計画について
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：機微な情報のため非公開



2これまでの経緯と本日の論点

【これまでの経緯】

【本日、ご議論頂きたい論点】

※1 2020年4月に送配電部門は北海道電力ネットワーク株式会社（以下、北海道電力NWという。）、東北電力ネットワーク株式会社
（以下、東北電力NWという。）に分社

※2 基本政策分科会 持続可能な電力システム構築小委員会 中間とりまとめで提言された費用負担の考え方
※3 一般社団法人日本卸電力取引所

 新々北本増強

論点①：既設設備更新分等の扱い（全国調整スキームとの関係整理）

論点②：「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

 東北東京間連系線増強

論点③：「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

論点④：工事費が受領済の工事費負担金を超える場合の工事の進め方

 北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス 【新規】（以下、新々北本増強という。）
 第45回広域系統整備委員会では、北海道電力株式会社・東北電力株式会社※1から受領した実施

案について、概略工事費、工期等の妥当性を確認した。

 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画 【変更】（以下、東北東京間連系線増強という。）
 工事着手後、一部の発電事業者から辞退の届け出があったが、第40回広域系統整備委員会にて、

費用便益評価結果から現行規模のまま増強工事を継続することとした。

 上記計画の策定・変更にあたっては、国で検討している全国調整スキーム※2とも連携しつつ、
広域系統整備に要する費用に係る負担割合の検討が必要となる。

 今後、全国調整スキームの一部であるJEPX※3の値差収益の活用について、国で詳細に検討さ
れる予定。



3（参考）本日の論点イメージ（論点①～③）

新々北本増強 【新規】 東北東京間連系線増強 【変更】

※1 新々北本の費用負担額 ＝新々北本新設に要する工事費 ＋ 共通設備 ＝ 約480億円
（464億円）(20億円：2026年度運開とした場合の簿価は、約16億円)

※2 脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理にて整理された比率
※3 両端2社負担部分と9社負担部分は1:1とし、JEPXにおける値差収益の活用も検討
※4 系統増強により拡大した運用容量のうち、空容量相当分の負担等

当該エリア負担

再エネ由来の効果
（54.1％ ※2 ）

両端２社負担

９社負担

約480
億円※1

当該エリア負担等

再エネ由来の効果
（67.5％ ※2 ）

両端２社負担

９社負担

その他電源
由来の効果※3

(45.9％ ※2)

その他電源
由来の効果※3

(32.5％ ※2)

全国調整スキーム 全国調整スキーム

354
億円※4

1176
億円

～～ ～～

（論点①）
既設設備更新分等の扱い

（論点②、③）
「その他電源由来の
効果」の負担割合

の考え方
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 連系線増強に伴う3Eの便益のうち、広域メリットオーダーによりもたらされる便益分は、原則全国
負担とすることが適当。また、安定供給確保の便益分については受益する各地域の一般送配電
事業者が負担することを前提に、JEPXの値差収益を活用するとともに、再エネ由来の効果分に
対応した負担については再エネ特措法※上の賦課金方式を採用することが適当。

 JEPXの値差収益の活用については、交付の仕組みの詳細なスキームやプロセスについて、再エネ
特措法における賦課金方式との整合性を持たせながら、更に検討を進めることが必要。

※ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法へ改正）

（参考）全国調整スキームについて
持続可能な電力システム構築小委員会 中間取りまとめ 抜粋
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新々北本増強
論点①

既設設備更新分等の扱い（全国調整スキームとの関係整理）

論点②

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

東北東京間連系線増強
論点③

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

論点④

工事費が受領済の工事費負担金を超える場合の工事の進め方



6（参考）新々北本増強における費用負担

 新々北本が2026年度に運開した場合における費用負担の総額を以下に示す。

費用負担総額＝新々北本新設に要する工事費 ＋ 共通設備

（464億円） (20億円：2026年度運開とした場合の簿価は、約16億円)

＝ 約480億円
脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理（抜粋）
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１. 新々北本増強における既設設備更新分等の扱い
（１）当該エリアの一般送配電事業者の負担とする項目と工事費 論点①

 増強工事のうち、費用負担ガイドライン※1に準じて算定した既設設備更新による受益分（以
下、更新受益という。）は、当該エリアの安定供給確保の便益分にあたることから、当該エリアの
一般送配電事業者の負担とする。

 また、土地代および借地権（地上権、土地賃借権）については、土地売却時に取得費用を
回収できるとの考え方から、費用負担の対象外とした。

項目 考え方
当該エリアの一般負担

とする工事費

更新受益

 増強工事のうち、既設設備更新による受益分（更新受益）については、
当該エリアの一般送配電事業者の負担とする。
なお、更新受益分の算定については、費用負担ガイドラインに準じた。

 除却工事の増強分と既設更新分との配分は、新設工事費の割合と同じ
割合で按分する。

24億円※2

土地・借地権

 土地代および借地権（地上権、土地賃借権）については、土地売却
時に取得費用を回収できるとの考え方から、全国調整スキームの対象外
とする。
（当該エリアの一般送配電事業者の負担）

 地役権設定費用、線下補償費用については減価償却されることから、全
国調整スキームの対象とする。

0.1億円未満

当該エリアの一般負担とする工事費

※1 発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（資源エネルギー庁）
※2 今別幹線一部増強工事等において当該エリアの一般負担とする工事費。
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区分 工事概要

概算工事費 [億円]

更新受益等※1

(当該エリアの負担)
左記以外

（全国調整スキーム）

交直
変換所

 北斗変換所 交直変換設備（30万kW増強）
 今別変換所 交直変換設備（30万kW増強）

直流
送電線

 250kV直流架空送電線増強
• 北斗変換所~吉岡ケーブルヘッド
• 竜飛ケーブルヘッド～今別変換所

 250kV直流地中送電線増強
• 吉岡ケーブルヘッド～竜飛ケーブルヘッド

交流
送電線

 275kV今別幹線 一部増強
• 今別幹線分岐箇所～青森変電所

その他
 北斗変換所 STATCOM設置
 システム改修

共通
設備

 20億円：
2026年度運開とした場合の簿価は約16億円

ー 16

合 計※2 24 456

 新々北本が2026年度に運開した場合、当該エリアの一般送配電事業者の負担は、
275kV今別幹線一部増強の更新受益等の24億円となる。

※1 北海道電力NWの更新受益0.1億円程度、土地・借地権0.1億円未満含む
※2 端数処理のため合計は一致しない。

１. 新々北本増強における既設設備更新分等の扱い
（２）当該エリアの一般送配電事業者の負担とする項目と工事費の内訳 論点①



9（参考）新々北本の工事概要
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全国調整スキーム対象額（更新受益分等※1 を整理後） (参考)更新受益分等※1がない場合

更新受益等※1

再エネ由来の効果
（54.1%）

その他電源由来の効果
（45.9%）

再エネ由来の効果
（54.1%）

その他電源由来の効果
（45.9%）

456億円

 新々北本が2026年度に運開することを前提とすれば、費用負担総額480億円のうち、当該
エリアの一般送配電事業者の負担すべき24億円を除いた456億円が、全国調整スキームの
対象額となる。

※1 今別幹線一部電線張替等の更新受益分24億円および土地・借地権に関する費用0.1億円未満を含む。
※2 新々北本の費用負担額(消費税等相当額を除く)＝新々北本新設に要する工事費 ＋ 共通設備 ＝ 約480億円

（464億円） (20億円:2026年度運開とした場合の簿価は、約16億円)

約480億円

１. 新々北本増強における既設設備更新分等の扱い
（３）全国調整スキームの対象となる工事額 論点①

24億円

全国調整スキーム

当該エリアの
一般送配電事業者の負担

約480億円※2
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新々北本増強
論点①

既設設備更新分等の扱い（全国調整スキームとの関係整理）

論点②

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

東北東京間連系線増強
論点③

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

論点④

工事費が受領済の工事費負担金を超える場合の工事の進め方
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２. 新々北本増強における「その他電源由来の効果」部分の負担割合の考え方
（１）両端２社負担部分

 両端２社で負担する部分について、負担した費用は、事業者間精算といった制度により、
中長期的には受益に応じた負担となるように精算されると考えられる。

 新々北本においては、送電側エリア※となる北海道電力NWが設備の大宗を建設・所有するた
め、上記制度によって受益者の負担となること、コスト削減インセンティブが働きやすいといった
観点から、両端２社が初期負担する部分は、設備所有に基づき負担することとしてはどうか。

 なお、費用負担割合の算定には、全国調整スキームの対象となる工事費における両端２社の
工事費の比率を用いることとする。

発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び
事業者の費用負担等の在り方に関する指針

【事業者間精算について】
事業者間精算は、発電設備から発電された電気が他のエリアに送電される場合に、他エリアへの送電量に
応じて一般送配電事業者間で精算されるしくみであることを考慮すれば、負担費用は中長期的には基本
的に需要家（受益者）の負担に補正される。

論点②

＜事業者間精算（イメージ）＞ ※ 今回の費用便益評価におけるシミュレーション結果では、
想定される潮流は、南流基調となっている。
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 全国調整スキームにおいて、「その他電源由来」の負担の考え方については、「回収の確実性
を高める観点から、９社が固定的に負担する部分と両端の事業者がまずは負担する部分を
１：１とする」※とされている。

 「その他電源由来」のうち、９社負担部分は、需要家負担が一律となるようエリア需要電力
量（kWh）の比率で負担することとしてはどうか。

 適用する需要電力量については、設備運開年度の供給計画に記載の運用開始以降から
最終年度までの供給区域需要（地域別需要電力量）の平均値とする。

 なお、広域系統整備計画策定時においては、2020年度供給計画の最終年度から前３ヵ年
の平均にて仮に算定することとする。

２. 新々北本増強における「その他電源由来の効果」部分の負担割合の考え方
（２）９社負担部分 論点②

※脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理
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 以上の考え方に基づき、 新々北本が2026年度に運開した場合における、「その他電源由来
の効果」部分の両端２社負担および９社負担の割合を整理すると以下のとおりとなる。

２. 新々北本増強における「その他電源由来の効果」部分の負担割合の考え方
（３）「その他電源由来の効果」部分の負担割合 論点②

再エネ由来の効果
（54.1%）

両端２社負担

９社負担

＜両端2社負担＞

北海道 東北

負担割合案(設備所有率※4) 99.7% 0.3%

＜9社負担（仮）＞
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

需要電力量(億kWh)※5 310 803 2,788 1,321 287 1,409 603 263 865

負担割合案 3.6% 9.3% 32.2% 15.3% 3.3% 16.3% 7.0% 3.0% 10.0%

設備所有に基づく負担

エリア需要電力量（kWh)
の比率に基づく負担

その他電源由来の効果※3

(45.9％)

※1 新々北本の費用負担額(消費税等相当額を除く)＝新々北本新設に要する工事費 ＋ 共通設備 ＝ 約480億円
（464億円） (20億円:2026年度運開とした場合の簿価は、約16億円)

※2 今別幹線一部電線張替等の更新受益24億円および土地・借地権に関する費用0.1億円未満
※3 両端2社負担部分と9社負担部分は1:1とし、JEPXにおける値差収益の活用も検討
※4 全国調整スキームの対象となる工事費における両端2社の工事費の比率より算定
※5 2020年度供給計画の最終年度から前3ヵ年の平均にて試算（送電端）

456億円

24億円
更新受益等※2

(当該エリアの一般送配電事業者の負担)

約480億円※1
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新々北本増強
論点①

既設設備更新分等の扱い（全国調整スキームとの関係整理）

論点②

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

東北東京間連系線増強
論点③

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

論点④

工事費が受領済の工事費負担金を超える場合の工事の進め方
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第４０回広域系統整備委員会 資料３ 一部修正

３. 東北東京間連系線における「その他電源由来の効果」部分の負担割合の考え方
（１）東北東京間連系線の現状

 東北東京間連系線増強については、工事着手の後、応募事業者の辞退により、費用負担
の一部について見直しが必要となった。

従来

今回

区間1
供給信頼
度向上

74億円

区間2

空容量

68億円

応募電源の利用他

380億円

出力抑制の

回避

87億円

停電
の回避
18億円

設備

更新他

51億円

広範囲の裨益（地内基幹系統）

851億円

単位：億円＜費用負担割合の見直し範囲イメージ＞

区間1
供給信頼
度向上

74億円

区間2

間接オークション利用分他

354億円

応募電源
の利用他

62億円

出力抑制の

回避

87億円

停電
の回避
18億円

設備

更新他

51億円

広範囲の裨益（地内基幹系統）

851億円

※ 辞退者の負担充当分（32億円、工事費負担金の10%相当額）

※

考え方に変更がないため見直さないこととしてはどうか国で整理される費用負担の
在り方と整合を図りつつ見直し
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 今回の見直しは、辞退者の発生に伴い、改めて工事規模について費用便益で評価した結果、
現行規模のまま、工事継続を決定したもの。

 したがって、拡大した運用容量の空容量相当分の負担等（下図①＋②）について、残る応募
事業者の特定負担分は見直すことなく、辞退者の負担金（工事費負担金の10%相当額）
を充当したうえで、国で検討されている全国調整スキームに整合するよう見直すもの。

辞退者負担金

充当後

応募事業者

辞退後

区間１の増強に要する費用

供給信頼度向上の受益評価
設備更新

受益の評価

運用容量拡大 出力抑制の
回避

停電
回避

設備更新
受益

応募電源の利用 空容量

特定負担
377億円

一般負担
68億円

一般負担
105億円

一般負担
51億円

計画策定時

＜費用負担割合の見直し範囲の考え方＞

32
億円

辞退者
負担金

特定
62億円

①
384億円

一般負担
105億円

一般負担
51億円

特定
62億円

32
億円

354億円
一般負担
156億円

特定負担
2億円

充当

特定0.4億円

②2億円

３. 東北東京間連系線における「その他電源由来の効果」部分の負担割合の考え方
（２）東北東京間連系線の費用負担の見直し範囲の考え方の詳細

※全国調整スキーム対象額(354億円)における両端2社の工事費比率は、特定負担、辞退者負担金の充当前の工事費比率をベースとする。



18（参考）東北東京間連系線の費用負担

脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理（抜粋）
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※1 両端2社負担部分と9社負担部分は1:1とし、JEPXにおける値差収益の活用も検討
※2 全国調整スキームの対象となる工事費における両端2社の工事費の比率より算定
※3 2020年度供給計画の最終年度から前3ヵ年の平均にて試算（送電端）

 東北東京間連系線増強においても、新々北本増強と同様の考え方により、 ９社負担部分に
ついてはエリア需要電力量（kWh）の比率に基づく負担とし、送電側エリアとなる東北電力
NWが設備の大宗を建設・所有することを踏まえ、両端2社が初期負担する部分は設備所有
に基づく負担としてはどうか。

３. 東北東京間連系線における「その他電源由来の効果」部分の負担割合の考え方
（３）「その他電源由来の効果」部分の負担割合 論点③

＜両端2社負担＞

東北 東京

負担割合案(設備所有率)※2 99.5% 0.5%

＜9社負担（仮）＞

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

需要電力量(億kWh)※3 310 803 2,788 1,321 287 1,409 603 263 865

負担割合案 3.6% 9.3% 32.2% 15.3% 3.3% 16.3% 7.0% 3.0% 10.0%

354億円

その他電源由来の効果※1

(32.5％)

再エネ由来の効果
（67.5%）

両端２社負担
９社負担

当該エリア負担等

設備所有に基づく負担

エリア需要電力量(kWh)
の比率に基づく負担

～～ ～～
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新々北本増強
論点①

既設設備更新分等の扱い（全国調整スキームとの関係整理）

論点②

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

東北東京間連系線増強
論点③

「その他電源由来の効果」 （両端２社および９社負担部分）の負担割合の考え方

論点④

工事費が受領済の工事費負担金を超える場合の工事の進め方
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 東北東京間連系線増強の費用負担を見直すにあたり、工事を中断すると工事遅延等の影響
が想定されることから、当面、受領済の工事費負担金（94億円）の範囲で工事を進めること
としていたところ。

 費用負担割合については、全国調整スキームの内容が具体化されてきていることや、これに係る
法が改正されていることを踏まえれば、この後、費用負担割合の見直し、負担の同意確認を経
た上で、整備計画の変更が決定となる流れ。

 しかしながら、今後、国でのJEPXの値差収益の検討とも連携し、費用負担を整理していくことに
なることを踏まえれば、整備計画の変更手続きには一定の期間を要す可能性もある。

 一方で、整備工事は概ね順調に進んでおり、2020年10月には工事費が94億円に達する見
込み。

３. 東北東京間連系線における「その他電源由来の効果」部分の負担割合の考え方
（４）工事費が受領済の工事費負担金を超える場合の工事の進め方 論点④

 本整備計画を変更するまでの当面の期間に限り、工事費が受領済の工事費負担金を超え
る場合であっても、東北電力NW（事業実施主体）は工事を継続する。

 本整備計画の変更にあたっては、工事継続により、東北電力NWの費用負担割合が増加する
ことのないよう、工事継続に要した費用を含む総工事費※に対し、費用負担割合を決定する。

※ 整備計画策定時の総工事額1,530億円は変更なし。



22４．まとめと今後の予定

 今回、新々北本増強における既設設備更新分等の扱いや、新々北本増強と東北東京間連系
線増強における「その他電源由来の効果」に係る負担割合の考え方等について整理した。

 新々北本増強については、既設設備更新による受益分等を除いた工事費を全国調整スキームの対象と
する。

 新々北本増強および東北東京間連系線の「その他電源由来の効果」のうち、両端2社負担部分は設備
所有に基づく負担、９社負担部分はエリア需要電力量(kWh)の比率に基づく負担とする。

 本整備計画を変更するまでの当面の期間に限り，工事費が受領済の工事費負担金を超える場合であっても，
東北電力NW（事業実施主体）は工事を継続する。

 今後は、国でのJEPXの値差収益の検討状況を踏まえ、費用負担割合の整理を行ったうえで、
今年度内を目途に、北海道本州間連系設備の広域系統整備計画の策定および東北東京間
連系線の広域系統整備計画の変更ができるよう、必要な手続き※を進めていく。

※ 費用負担割合の案の費用負担者への通知や同意を得ることを含む。
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＜参考資料＞

・ 法改正の概要
・ 費用負担ガイドライン（抜粋）
・ 東北東京間連系線の概要（計画策定時）



24（参考）法改正の概要（再エネ特措法ほか）



25
（参考）費用負担ガイドラインの抜粋（発電設備の設置に伴う電力系統の増強

及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針）（1/2）
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（参考）費用負担ガイドラインの抜粋（発電設備の設置に伴う電力系統の増強

及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針）（2/2）
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 工事概要

 概略工事費 ： 1,530億円

 増強の完了時期 ： 2027年11月※

※2017年4月から工事着手。
工事着手から本広域系統整備の運転開始までの所要工期は10年8か月

 事業実施主体 ： 東北電力NW

送電線

 500kV送電線新設
 新設開閉所～相馬双葉幹線№56鉄塔

2回線、亘長62km
 宮城中央変電所～新設開閉所

2回線、亘長81km
 相馬双葉幹線№54鉄塔～福島幹線山線№10鉄塔

2回線、亘長15km
 新設開閉所への既設500kV送電線引込
 常磐幹線 4回線、新地火力線 2回線

開閉所
 500kV開閉所新設
 常磐幹線新地火力線分岐周辺

500kV送電線引出10回線

送電線
引出

 500kV送電線引出
 宮城中央変電所 2回線

その他
設備

調相設備整備、給電システム改修、
系統安定化システム整備

○概略ルート

①

②

③

④

⑤

⑥

（参考）特定負担額：380億円（9,859円/kW）
一般負担額：1,150億円

（東北エリア：1,048億円、東京エリア：102億円）

発電所

変電所

開閉所

500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

青：対策箇所（区間１）

緑：対策箇所（区間２）

（参考）東北東京間連系線増強の概要（計画策定時）（1/3）
工事概要、工事費等

①

②

③

④

区間２

区間1

⑤

常磐幹線南側

相馬双葉幹線

⑥

宮城(変)

宮城中央(変)

西仙台(変)

常磐幹線北側（仮）広域連系北幹線

（仮）広域連系開閉所

（仮）広域連系南幹線

相馬双葉幹線接続変更

新福島（変）

南いわき（開）

川内線
福島幹線山線

南相馬（変）

新いわき（開）
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 費用負担ガイドラインおよび送配電等業務指針における効果と受益の考え方を基に整理した。

区間２
⇒地内基幹系統

区間1
⇒地域間連系線

東北エリア

東京エリア 特定負担 一般負担

区間１の増強に要する費用

一般負担

区間2の増強に要する費用

（イメージ図）

「供給信頼度等向上の受益」
や「設備更新による受益」の

評価により算定

※１：発電設備設置者が負担することを「特定負担」という。 ※２：一般送配電事業者が負担することを「一般負担」という。

区間 受 益 費用負担者

区間1

運用容量拡大（応募電源利用分）他 提起者及び応募者の特定負担※１

運用容量拡大（空容量相当） 東京エリアの一般負担※２

供給信頼度等向上（出力抑制回避） 東北エリアの一般負担※２

供給信頼度等向上（停電回避） 東京エリアの一般負担※２

設備更新他 当該エリアの一般負担※２（東北、東京）

区間2 広範囲の裨益（地内基幹系統） 東北エリアの一般負担※２

その他
供給信頼度等向上
（エリア全体の安定供給対策）

当該エリアの一般負担※２（東北、東京）

（参考）東北東京間連系線増強の概要（計画策定時）（2/3）
受益と費用負担者
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区間 区分 受 益

試算額※2

特定負担
一般負担

合計
東北 東京

区間１

Ⅰ
運用容量拡大
（応募電源利用分）他

380億円
(9,859円/kW)

－ － 380億円

Ⅱ
運用容量拡大
（空容量相当）

－ － 68億円 68億円

Ⅲ
供給信頼度等向上
（出力抑制回避）

－ 87億円 － 87億円

Ⅳ
供給信頼度等向上
（停電回避）

－ － 18億円 18億円

Ⅴ 設備更新他※1 － 36億円 15億円 51億円

区間２ Ⅵ
広範囲の裨益
（地内基幹系統）

－ 851億円 － 851億円

その他 Ⅶ
供給信頼度等向上
（エリア全体の安定供給対策）

－ 74億円 0億円 74億円

合計 380億円 1,048億円 102億円 1,530億円

※1 区間１の用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含む。
※2 端数処理のため合計は一致しない。消費税等相当額を除く。

（参考）東北東京間連系線増強の概要（計画策定時）（3/3）
費用負担割合の試算額


